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【見積書・請求書作成ツール】

・お客さまの遺産総額や相続人の人数などの情報を入力するだけで、簡単に見積書と請求書を作成することができるツールです。

・事前相談用と申告用の二種類をご用意しております。

・それぞれ料金設定を任意に行うことができ、一度料金設定等をしていただければ効率よく見積書と請求書を作成することができます。



●見積書、請求書を作成してみましょう。

①【見積書・請求書作成ツール】をクリックします。

②【共通設定】をクリックします。

・共通設定を完了している場合は、省略してください。
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初期画面

共通設定①

①

見積書・請求書初期画面

②



③【会社情報・振込先 設定】をクリックします。

④『会社情報』と『振込先』を入力します。

・見積書と請求書にこちらの情報が表示されます。

⑤【設定登録】をクリックします。
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共通設定②

④

③

⑤



⑥【見積書・請求書番号 設定】をクリックします。

⑦『見積書番号』と『請求書番号』を入力します。

・見積書番号と請求書番号はそれぞれ10桁ですが、

任意で設定できるのは、下３桁を除いた7桁です。

・下３桁は番号の重複を防ぐため、任意で変更は

できません。

・見積書番号と請求書番号は顧客情報を入力する際に

自動付与されます。

⑧【設定登録】をクリックします。
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共通設定③

⑦

⑥

⑧



⑨【料金設定】をクリックします。

・料金設定が完了している場合は省略してください。

・事前相談用と申告用それぞれの料金設定を行います。

⑩『基本料金設定』を入力します。

・遺産総額に対して、報酬割合または金額のどちらかを

入力します。

⑪『基となる項目』を入力します。

⑫『単価（金額・割合）』を入力します。

⑬ 各項目名を変更したい場合は、【項目名変更】

ボタンから変更を行います。

⑭【料金設定の登録】をクリックします。

⑮【初期画面】をクリックします。
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料金設定
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⑯【入力画面】をクリックします。

・入力シートは事前相談用と申告用で分かれていますので、

選択してください。

⑰ 顧客情報等を入力します。

・作成書類を選択すると、見積書番号または請求書番号が

自動付与されます。

⑱【登録】をクリックします。

・登録することで、当時の見積書、請求書の内容を

呼び出すことができます。

⑲【見積書作成】または【請求書作成】をクリック

します。

・作成された見積書または請求書を印刷をします。
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顧客情報入力 ～ 見積書・請求書作成
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● 見積書作成後、同じデータを使用して請求書を

作成する場合

⑳【見積書検索】から請求書を作成したいデータを

      呼び出します。

㉑『見積書』から『請求書』に変更します。

㉒ 自動で『見積書番号』から『請求書番号』に変更

    され、番号は自動付与されます。

㉓【登録】をクリックします。

㉔【請求書作成】をクリックします。

・作成された請求書を印刷します。

見積書、請求書作成の説明は以上です。
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見積書データから請求書の作成
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